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イラク国際戦犯民衆法廷
実行委員会ニュース

イラクに駐留する全占領軍の撤退！ イラク民衆とともにアメリカの戦争犯罪を暴き、裁こう！

去
る
九
月
一
二
日
、
東
京
に
於
い
て
全
国
実

行
委
員
会
が
開
催
さ
れ
、
一
二
月
に
予
定
さ
れ

る
東
京
公
判
に
向
け
た
秋
の
取
り
組
み
の
ス
タ

ー
ト
が
切
ら
れ
た
。
ま
ず
、
八
月
に
ニ
ュ
ー
ヨ

ー
ク
で
開
催
さ
れ
た
Ｉ
Ａ
Ｃ
主
催
の
イ
ラ
ク
法

廷
の
報
告
が
あ
り
、
続
い
て
今
秋
期
に
公
聴
会

を
予
定
す
る
各
地
域
か
ら
、
今
後
立
証
す
べ
き

論
点
に
つ
い
て
の
発
言
が
相
次
ぎ
、
今
後
の
取

り
組
み
の
方
向
性
が
活
発
に
論
議
さ
れ
た
。

【
重
点
立
証
方
針
】

第
一
に
、
現
在
進
行
形
の
戦
争
犯
罪
を
裁
く

と
い
う
観
点
か
ら
、
何
よ
り
も
現
実
に
進
む
占

領
体
制
の
犯
罪
性
の
立
証
強
化
で
あ
る
。
そ
の

基
礎
に
な
っ
て
い
る
国
連
決
議
一
五
四
六
へ
の

批
判
、
占
領
の
隠
れ
蓑
と
し
て
の
暫
定
政
府
の

実
態
、
多
国
籍
軍
の
犯
罪
な
ど
、
京
都
公
判
に

続
い
て
、
占
領
下
の
イ
ラ
ク
現
地
か
ら
の
証
言

で
固
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

第
二
に
、
日
本
を
始
め
と
す
る
占
領
参
加
国

に
共
同
正
犯
、
幇
助
罪
を
適
用
し
て
有
罪
に
す

る
た
め
、
日
米
安
保
の
基
地
提
供
義
務
と
の
関

連
や
、
戦
略
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
具
体
的
実
態
調
査
を
進

め
る
。
ま
た
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｉ
が
ア
ロ

ヨ
を
、
韓
国
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｉ
が
ノ
・
ム
ヒ
ョ
ン
を
訴

追
す
る
こ
と
を
計
画
し
て
お
り
、
そ

の
訴
状
作
り
を
進
め
る
。

第
三
に

「
侵
略
の
罪
」
で
の
有
罪

、

に
留
ま
ら
ず
、
今
回
新
た
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ

Ｉ
規
定
に
盛
り
込
ん
だ
「
ジ
ェ
ノ
サ

イ
ド
の
罪
」
で
有
罪
判
決
を
実
現
す

る
た
め

「
フ
ァ
ル
ー
ジ
ャ
の
虐
殺
」

、

を
取
り
上
げ
て
立
証
を
進
め
る
。

第
四
に
、
戦
争
シ
ス
テ
ム
の
背
景

に
あ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
の
犯
罪
、

そ
の
戦
略
的
意
図
の
問
題
（
大
中
東

、

）

構
想

パ
レ
ス
チ
ナ
と
の
関
連
な
ど

を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

第
五
に
、
新
た
な
戦
争
の
質
的
な

変
化
を
明
確
に
す
る
「
戦
争
民
営
化

＝
戦
争
ビ
ジ
ネ
ス
」
の
問
題
、
文
化

財
の
破
壊
、
略
奪
の
問
題
、
京
都
公

判
の
際
に
も
論
議
に
な
っ
た
女
性
の

戦
争
被
害
の
問
題
な
ど
、
残
さ
れ
て

い
る
個
別
論
点
も
多
く
あ
る
。

【
長
期
的
展
望
】

以
上
の
立
証
方
針
を
踏
ま
え
て
、

有
罪
判
決
か
ら
勧
告
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｉ
後
を
ど
う
展

望
す
る
か
に
つ
い
て
も
論
議
さ
れ
た
。
判
決
後

も
占
領
が
続
く
可
能
性
の
あ
る
中
で
、
勧
告
は

「
占
領
の
即
時
終
結
と
全
外
国
軍
隊
の
撤
退
」

を
中
心
に
「
戦
後
補
償
」
の
件

「
劣
化
ウ
ラ

、

」

。

、

ン
兵
器

の
件
な
ど
が
考
え
ら
れ
る

し
か
し

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ａ
の
時
も
、
判
決
は
出
て
も
ア
フ
ガ
ニ

ス
タ
ン
は
平
和
に
も
民
主
的
に
も
な
っ
て
い
な

い
こ
と
が
論
議
に
な
っ
た
が
、
イ
ラ
ク
の
場
合

も
同
様
に
、
判
決
は
出
て
も
イ
ラ
ク
の
現
実
は

変
わ
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
民
衆
法
廷
運
動
と

し
て
、
今
後
も
ア
フ
ガ
ン
、
イ
ラ
ク
の
現
状
に

つ
い
て
検
証
し
、
繰
り
返
し
起
こ
る
戦
争
犯
罪

を
暴
露
し
糾
弾
す
る
取
り
組
み
を
進
め
て
い
く

必
要
性
が
論
議
さ
れ
た
。
一
二
月
公
判
を
踏
ま

え
て
、
三
月
二
〇
日
の
Ｗ
Ｔ
Ｉ
イ
ス
タ
ン
ブ
ー

ル
最
終
法
廷
前
の
三
月
上
旬
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｉ
判
決

公
判
を
配
置
し
、
判
決
理
由
、
法
廷
意
見
、
勧

告
、
今
後
の
民

衆
法
廷
運
動
の

新
た
な
方
向
を

明
ら
か
に
す
る

予
定
だ
。

実
行
委
員
会

は
、
今
後
東
京

公
判
実
行
委
と

し
て
全
国
実
行

委
を
兼
ね
て
開

催
さ
れ
る
（
次

回

／

。
）

9

23

ま
た
、
検
事
団

会
議
は
九
月
二

〇
日
を
も
っ
て

東
京
公
判
に
向

け
た
論
告
作
り

を
ス
タ
ー
ト
さ

せ
る
。
さ
あ
秋

の
取
り
組
み
を

開
始
し
よ
う
。

（
乾
勝
彦
）

月
東
京
公
判
（
結
審
）
に
む
け
、

12
各
地
の
公
聴
会
で
立
証
を
進
め
よ
う

ＩＣＴＩへの賛同 カンパのお願いならびに

この秋公聴会が全国で目白押し。12月に東京公判(結審)を迎え

。 。多額の資金が必要です 皆さんの賛同とカンパで支えてください

お名前、肩書き、住所、 、メールアドレスなどを記ＴＥＬ／ＦＡＸ

載して下記にお振込み下さい（賛同金は1口3,000円 。）
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